
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
た
だ

し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
一
条
の
五
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
九
た
だ
し
書
」
に

改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項

第
十
号
中
「
第
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十

一
号
中
「
第
十
一
条
の
二
十
三
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二

号
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
を
「
第

十
一
条
の
四
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
を
削
り
、
同
項

第
十
六
号
中
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一

第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
を
削
り
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第

十
一
条
の
四
十
六
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
六
十
五
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
の
議
決
」
を
「
の
決
議
」
に
、
「
農
業
協
同
組
合
（
農

業
協
同
組
合
連
合
会
）
解
散
議
決
認
可
申
請
書
」
を
「
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
解

散
決
議
認
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
を
同
項
第
二
十

二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
設
分
割
の
認
可
の
申
請

農
業
協
同
組
合
（
農

業
協
同
組
合
連
合
会
）
新
設
分
割
認
可
申
請
書
（
様
式
第
三
十
二
号
の
二
）

第
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条
第
三
項
（
法
第
七
十
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
、
第
六
十
五
条
第
三
項
（
法
第
七
十
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
条
の
三
第
四
項
」
に
、
「
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同

組
合
連
合
会
）
設
立
（
定
款
変
更
・
解
散
議
決
・
合
併
・
包
括
承
継
）
認
可
証
明
請
求
書
」
を
「
農
業

協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
設
立
（
定
款
変
更
・
合
併
・
包
括
承
継
・
新
設
分
割
）
認
可
証

明
請
求
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
二
の
六
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
二
」

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
の
議
決
」
を
「
の
決
議
」
に
、
「
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合

会
）
議
決
（
選
挙
・
当
選
）
取
消
請
求
書
」
を
「
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
決
議
（
選

挙
・
当
選
）
取
消
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十

一
条
の
十
七
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
九
十
七
条

第
三
号
」
に
、
「
様
式
第
四
十
五
号
の
五
」
を
「
様
式
第
四
十
五
号
の
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
号
」
に
、

「
様
式
第
四
十
五
号
の
四
」
を
「
様
式
第
四
十
五
号
の
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、

同
項
第
十
三
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
様
式
第
四
十
五

号
の
三
」
を
「
様
式
第
四
十
五
号
の
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中

「
第
七
十
三
条
の
十
二
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
」
に
、
「
農
事
組
合
法
人
組
織
変
更
届
」
を
「
出
資

農
業
協
同
組
合
（
出
資
農
業
協
同
組
合
連
合
会
・
出
資
農
事
組
合
法
人
）
組
織
変
更
届
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
三
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
へ
の

組
織
変
更
の
届
出

非
出
資
農
業
協
同
組
合
（
非
出
資
農
業
協
同
組
合
連
合
会
・
非
出
資
農
事
組

合
法
人
）
一
般
社
団
法
人
組
織
変
更
届
（
様
式
第
四
十
五
号
の
三
）

第
一
条
第
三
項
第
十
一
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
四
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の

三
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
七
第

二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号

中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

十
三
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
及
び
第
七
項
」
を
「
、
第
五
項
及
び
第
八

項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出

農
業
協
同

組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
事
業
存
続
届
（
様
式
第
四
十
号
の
二
）

十
一

法
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
継
続
の
届
出

農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組

合
連
合
会
）
継
続
届
（
様
式
第
四
十
号
の
三
）
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第
一
条
第
三
項
第
五
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中

「
様
式
第
三
十
七
号
の
二
」
を
「
様
式
第
三
十
七
号
の
五
」
と
し
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

第
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三

法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出

農
業
協

同
組
合
信
託
規
程
変
更
（
廃
止
）
届
（
様
式
第
三
十
七
号
の
二
）

四

法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
の
変
更
又
は
廃
止

の
届
出

農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
変
更
（
廃
止
）

届
（
様
式
第
三
十
七
号
の
三
）

五

法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
経
営
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出

農

業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
農
業
経
営
規
程
変
更
（
廃
止
）
届
（
様
式
第
三
十
七
号

の
四
）

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
農
業
協
同

組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
省

令
」
に
、
「
農
業
協
同
組
合
業
務
報
告
書
（
連
結
業
務
報
告
書
）
提
出
延
期
承
認
申
請
書
（
様
式
第
五

十
一
号
）
」
を
「
農
業
協
同
組
合
業
務
報
告
書
（
連
結
業
務
報
告
書
）
提
出
延
期
承
認
申
請
書
（
様
式

第
五
十
一
号
の
二
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
承
認

の
申
請

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
（
第
二
項
第
三
号
イ
）

の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
（
様
式
第
五
十
一
号
）

第
三
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
・
農
業
協
同
組
合
中
央
会
」
を
削
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「第

11条
の
４
第
１
項
た
だ
し
書

」
を
「第

11条
の
８
第
１
項
た
だ
し
書

」
に
改

め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「第

11条
の
５
た
だ
し
書

」
を
「第

11条
の
９
た
だ
し
書

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「第

11条
の
７
第
１
項

」
を
「第

11条
の
17第

１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
中
「第

11条
の
７
第
３
項

」
を
「第

11条
の
17第

３
項

」
に
改

め
る
。

様
式
第
十
六
号
中
「第

11条
の
23第

１
項

」
を
「第

11条
の
42第

１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
七
号
中
「第

11条
の
23第

３
項

」
を
「第

11条
の
42第

３
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第

18号
削
除

様
式
第
十
九
号
中
「第

11条
の
29第

１
項

」
を
「第

11条
の
48第

１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
中
「第

11条
の
29第

３
項

」
を
「第

11条
の
48第

３
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第

21号
削
除

様
式
第
二
十
二
号
中
「第

11条
の
32第

１
項

」
を
「第

11条
の
51第

１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中
「第

11条
の
32第

３
項

」
を
「第

11条
の
51第

３
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第

24号
削
除

様
式
第
二
十
六
号
中
「第

11条
の
46第

２
項
た
だ
し
書

」
を
「第

11条
の
65第

２
項
た
だ
し
書

」
に

改
め
る
。

様
式
第
三
十
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）解
散
議
決
認
可
申
請
書

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）解
散
決
議
認
可
申
請
書

」
に
、
「解

散
の
議
決

」
を
「解

散
の
決
議

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
の
⑵
中
「解

散
の
議
決

」
を
「解

散
の
決
議

」
に
改
め
、
同
様
式

備
考
１
の
⑶
及
び
⑷
中
「解

散
を
議
決

」
を
「解

散
を
決
議

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 2



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様式第３２号の２ （第１条関係）

農業協同組合（農業 協同組合連合会） 新設分割認可申請書

年 月 日

福 島県知事

主たる 事務所の所在地
農業協 同組合（農業協同組 合連合会）
の名称

代表者 の氏名 □印

農業協同組合 法第 70条 の ２ の 規 定 に よ り 下 記 の 農 業協 同組合（農業協同 組合連合会）
を 新 設 分 割によ り設立したいので、 同法第 70条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 認 可願います。

記
農業協 同 組 合（農 業協同組合連合会） 名
備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 新 設 分 割 の 理 由 及 び 新 設 分 割 計 画 の 内 容 を 記 載 し た 書 類
⑵ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 定 款
⑶ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 事 業 計 画 書
⑷ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 事 業 を 行 う た め に 必 要 な 経 理 的 基 礎 及 び 技 術 的 能
力 を 有 す る こ と が で き る も の で あ る こ と を 説 明 す る 書 面

⑸ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 事 業 が 組 合 員 が 協 同 し て 行 う こ と に よ っ て 効 率 的
に 実 施 す る こ と が で き る も の で あ る こ と を 説 明 す る 書 面

⑹ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 成 立 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支
予 算 書

⑺ 新 設 分 割 設 立 組 合 に 係 る 役 員 と な る べ き 者 の 氏 名 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面
⑻ 新 設 分 割 計 画 を 承 認 し た 総 会 の 議 事 録 の 謄 本
⑼ 公 告 及 び 催 告 を し た こ と を 証 す る 書 面
⑽ 異 議 を 述 べ た 債 権 者 に 対 し 弁 済 し 、 若 し く は 相 当 の 担 保 を 提 供 し 、 若 し く
は 当 該 債 権 者 に 弁 済 を 受 け さ せ る こ と を 目 的 と し て 相 当 の 財 産 を 信 託 し た こ
と 又 は 当 該 新 設 分 割 を し て も 当 該 債 権 者 を 害 す る お そ れ が な い こ と を 証 す る
書 面

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号3



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
三
十
四
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）設
立

（定
款
変
更
・
解
散
議
決
・

合
併
・
包
括
承
継

）認
可
証
明
請
求
書

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）設
立

（定
款
変
更

・合
併

・包
括
承
継

・新
設
分
割

）認
可
証
明
請
求
書

」
に
改
め
、
「

解
散
の
議
決

」
を
削

、
り
、
「

包
括
承
継

」
の
次
に
「

新
設
分
割

」
を
加
え
、
「

第
64条

第
３
項

」
を
削
り
、
「第

70
、

、
、

条
第
２
項

」
の
次
に
「

第
70条

の
３
第
４
項

」
を
加
え
る
。

、

様
式
第
三
十
六
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）議
決

（選
挙
・
当
選

）取
消
請

求
書

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）決
議

（選
挙
・
当
選

）取
消
請
求
書

」
に
、

「議
決

（
」
を
「決

議
（
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
号
中
「第

11条
の
７
第
４
項

」
を
「第

11条
の
17第

４
項

」
に
改
め
、
様
式
第
三
十

七
号
の
二
を
様
式
第
三
十
七
号
の
五
と
し
、
様
式
第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 4



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ ７ 号 の ２ （ 第 １ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 信 託 規 程 変 更 （ 廃 止 ） 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

信 託 規 程 を 変 更 （ 廃 止 ） し た の で 、 農 業 協 同 組 合 法 第 11条 の 42第 ４ 項 の 規 定 に よ り
届 け 出 ま す 。

備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 変 更 （ 廃 止 ） の 理 由 を 記 載 し た 書 類
⑵ 信 託 規 程 中 変 更 し た 部 分 の 新 旧 対 照 表
⑶ 変 更 前 の 信 託 規 程
⑷ （ 廃 止 の 場 合 ） 引 受 信 託 財 産 処 理 計 画 書
⑸ 総 会 又 は 総 代 会 の 議 事 録 の 謄 本 又 は 抄 本

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号5



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ ７ 号 の ３ （ 第 １ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ） 宅 地 等 供 給 事 業 実 施 規 程 変 更 （ 廃 止 ） 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ）
の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

宅 地 等 供 給 事 業 実 施 規 程 を 変 更 （ 廃 止 ） し た の で 、 農 業 協 同 組 合 法 第 1 1条 の 4 8第 ４
項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 変 更 （ 廃 止 ） の 理 由 を 記 載 し た 書 類
⑵ 宅 地 等 供 給 事 業 実 施 規 程 中 変 更 し た 部 分 の 新 旧 対 照 表
⑶ （ 廃 止 の 場 合 ） 宅 地 等 供 給 事 業 の 資 産 及 び 負 債 （ 権 利 及 び 義 務 を 含 む 。 ）
処 理 計 画 書

⑷ 変 更 前 の 宅 地 等 供 給 事 業 実 施 規 程
⑸ 総 会 又 は 総 代 会 の 議 事 録 の 謄 本 又 は 抄 本

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 6



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ ７ 号 の ４ （ 第 １ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ） 農 業 経 営 規 程 変 更 （ 廃 止 ） 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ）
の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

農 業 経 営 規 程 を 変 更 （ 廃 止 ） し た の で 、 農 業 協 同 組 合 法 第 11条 の 51第 ４ 項 の 規 定 に
よ り 届 け 出 ま す 。

備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 変 更 （ 廃 止 ） の 理 由 を 記 載 し た 書 類
⑵ 農 業 経 営 規 程 中 変 更 し た 部 分 の 新 旧 対 照 表
⑶ 変 更 前 の 農 業 経 営 規 程
⑷ 総 会 又 は 総 代 会 の 議 事 録 の 謄 本 又 は 抄 本

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号7



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
四
十
号
中
「第

７
項

」
を
「第

５
項

第
８
項

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
に
次
の
よ
う
に

、

加
え
る
。

⑶
解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

様
式
第
四
十
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 8



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ４ ０ 号 の ２ （ 第 １ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ） 事 業 存 続 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ）
の 名 称

代 表 者 （ 代 理 人 ） の 氏 名 □印
代 表 者 （ 代 理 人 ） の 住 所

当農業協 同組合（当農業協 同組合連合会）は、 まだ事業を廃止し ていないため、農業
協 同 組 合 法 第 64条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ ま だ 事 業 を 廃 止 し て い な い 状 況 を 示 す 書 類
⑵ 代 理 人 に よ っ て 届 出 を す る 場 合 は 、 そ の 権 限 を 証 す る 書 面

な お 、 届 出 又 は ⑵ の 書 面 に 押 印 す べ き 代 表 理 事 の 印 鑑 は 、 組 合 等 登 記 令 第
25条 で 準 用 す る 商 業 登 記 法 第 20条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た も の と す る 。
た だ し 、 農 業 協 同 組 合 法 第 64条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る 書 面 を 提
出 し て 届 出 を す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号9



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ４ ０ 号 の ３ （ 第 １ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ） 継 続 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 （ 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ）
の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

当 農 業 協 同 組 合 （ 当 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ） は 、 清 算 結 了 ま で の 間 、 組 合 を 継 続 す る
た め 、 農 業 協 同 組 合 法 第 64条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

備 考
１ こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 総 会 又 は 総 代 会 の 議 事 録 の 謄 本 又 は 抄 本
⑵ 継 続 の 登 記 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書

２ 様 式 本 文 中 不 要 の 文 字 は 、 抹 消 す る こ と 。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 10



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
四
十
一
号
中
「第

72条
の
13第

２
項

」
を
「第

72条
の
29第

２
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
二
号
中
「第

72条
の
16第

４
項

」
を
「第

72条
の
32第

４
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
三
号
中
「第

72条
の
17第

２
項

」
を
「第

72条
の
34第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考

中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

様
式
第
四
十
四
号
（
そ
の
１
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
２
）
中
「第

72条
の
18第

３
項

」
を
「第

72条
の
35第

３
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
五
号
中
「第

72条
の
18の

10

」
を
「第

72条
の
44

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
五
号
の
二
中
「農

事
組
合
法
人
組
織
変
更
届

」
を
「出

資
農
業
協
同
組
合

（出
資
農
業

協
同
組
合
連
合
会
・
出
資
農
事
組
合
法
人

）組
織
変
更
届

」
に
、
「第

73条
の
12

」
を
「第

73条
の
10

」

に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑷
中
「農

事
組
合
法
人

」
を
「出

資
農
業
協
同
組
合

（出
資
農
業
協
同
組
合
連

合
会
・
出
資
農
事
組
合
法
人

）
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑹
中
「株

式
会
社
の

」
を
「組

織
変
更
の
登

記
に
係
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
五
号
の
五
中
「第

97条
の
２

」
を
「第

97条

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑴
中
「第

97条
の
２
第
３
号

」
を
「第

97条
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑵
中
「第

97条
の
２
第
４
号
及
び
第
５

号

」
を
「第

97条
第
４
号
及
び
第
５
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
十
五
号
の
六
と
す
る
。

様
式
第
四
十
五
号
の
四
中
「第

97条
の
２
第
１
号

」
を
「第

97条
第
１
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
四
十
五
号
の
五
と
す
る
。

様
式
第
四
十
五
号
の
三
中
「第

97条
の
２
第
１
号

」
を
「第

97条
第
１
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
四
十
五
号
の
四
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号11



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ４ ５ 号 の ３ （ 第 １ 条 関 係 ）

非 出 資 農 業 協 同 組 合 （ 非 出 資 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ・ 非 出 資 農 事 組 合 法 人 ） 一 般 社 団 法 人
組 織 変 更 届

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
一 般 社 団 法 人 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

下 記 の と お り 組 織 を 変 更 し た の で 、 農 業 協 同 組 合 法 第 73条 の 10を 準 用 す る 同 法 第 80
条 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

記

１ 組 織 変 更 年 月 日 年 月 日
２ 組 織 変 更 前 の 名 称

備 考 こ の 届 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 組 織 変 更 の 理 由 を 記 載 し た 書 類
⑵ 組 織 変 更 計 画 書
⑶ 組 織 変 更 後 の 一 般 社 団 法 人 の 定 款
⑷ 組 織 変 更 時 に お け る 非 出 資 農 業 協 同 組 合 （ 非 出 資 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ・ 非 出
資 農 事 組 合 法 人 ） の 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書

⑸ 組 織 変 更 を 議 決 し た 総 会 の 議 事 録 の 謄 本 又 は 抄 本
⑹ 一 般 社 団 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 12



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
四
十
七
号
か
ら
様
式
第
五
十
号
の
五
ま
で
の
規
定
中
「第

11条
の
26

」
を
「第

11条
の
45

」

に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
一
号
を
様
式
第
五
十
一
号
の
二
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号13



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ５ １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）

農 業 協 同 組 合 法 施 行 規 則 第 76条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 イ （ 第 ２ 項 第 ３ 号 イ ） の 規 定 に よ る
承 認 の 申 請 書

年 月 日

福 島 県 知 事

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
農 業 協 同 組 合 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 □印

農 業 協 同 組 合 法 第 30条 第 12項 （ 第 30条 の ２ 第 ４ 項 ） に 規 定 す る 理 事 （ 経 営 管 理 委 員 ）
の 定 数 に つ い て は 、 そ の 過 半 数 を 認 定 農 業 者 等 と す る こ と が 困 難 で あ る た め 、 農 業 協
同 組 合 法 施 行 規 則 第 76条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 イ （ 同 条 第 ２ 項 第 ３ 号 イ ） の 規 定 に よ り 、
下 記 の と お り 承 認 願 い ま す 。

記

理 事 （ 経 営 管 理 委 員 ） の 定 数 の う ち 認 定 農 業 者 等 の 数 及 び 割 合

備 考 こ の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。
⑴ 理 事 （ 経 営 管 理 委 員 ） の 定 数 の 過 半 数 を 認 定 農 業 者 等 と す る こ と と す れ ば 選
挙 又 は 選 任 が 困 難 と な る 理 由 を 記 載 し た 書 類

⑵ 理 事 （ 経 営 管 理 委 員 ） 選 挙 又 は 選 任 に 先 立 っ て 実 施 し た 認 定 農 業 者 の 数 に 関
す る 調 査 結 果 を 記 載 し た 書 類

⑶ 理 事 （ 経 営 管 理 委 員 ） の 定 数 が 記 載 さ れ た 定 款 の 写 し

平成28年３月29日 火曜日 福 島 県 報 号外第29号 14
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
五
十
五
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
業
協
同
組
合
中
央
会

）総
会

（総
代
会

）招
集
届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）総
会

（総
代
会

）招
集
届

」

に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、
様
式
第
五
十
六
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
業
協
同
組
合
中
央
会

）通
常

総
会

（総
代
会

）招
集
遅
延
届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）通
常
総
会

（総
代

会

）招
集
遅
延
届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

様
式
第
五
十
七
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法
人

・農
業
協
同
組

合
中
央
会

）総
会

（総
代
会

）終
了
届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合

法
人

）総
会

（総
代
会

）終
了
届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

様
式
第
五
十
八
号
（
そ
の
一
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連

合
会

・農
事
組
合
法
人

・農
業
協
同
組
合
中
央
会

）役
員
就
任
等
届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協

同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法
人

）役
員
就
任
等
届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削

、

る
。様

式
第
五
十
九
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法
人

・農
業
協
同
組

合
中
央
会

）事
務
所
設
置

（移
転

）届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合

法
人

）事
務
所
設
置

（移
転

）届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

様
式
第
六
十
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
業
協
同
組
合
中
央
会

）規
約
設

定

（変
更

・廃
止

）届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

）規
約
設
定

（変
更
・
廃
止

）

届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

様
式
第
六
十
一
号
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法
人

・農
業
協
同
組

合
中
央
会

）事
業
休
止

（再
開

）届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法

人

）事
業
休
止

（再
開

）届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

様
式
第
六
十
一
号
の
二
中
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事
組
合
法
人

・農
業
協

同
組
合
中
央
会

）破
産
手
続
開
始
申
立
等
届

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
業
協
同
組
合
連
合
会

・農
事

組
合
法
人

）破
産
手
続
開
始
申
立
等
届

」
に
改
め
、
「

農
業
協
同
組
合
中
央
会

」
を
削
る
。

、

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
請
求
書
、
届
又
は
申
立
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行

細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
請
求
書
、
届
又
は
申
立
書
と
み
な
す
。

（
農
業
経
済
課)
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